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なぜ 「お酒は 20 歳に な っ て か ら」 な の か ？

「未成年 者飲 酒禁 止 法 」 制 定過程 か ら 「子 ども／ 大人 」 を考 える
一

元森絵里子 （明治学院大学）

1，問題意識

　 「お酒 は 20歳 になっ て か ら」。 なん となくあ

た りまえとなっ て い るフ レ
ーズ だが、で は、な

ぜ未成年は飲酒して はい けない の だろうか。幼

い うちに飲酒習慣をつ けると、ア ル コ
ー

ル 依存

に陥 りやすくな る、脳や肝臓に影響がある、内

分泌や 性ホ ル モ ン の 異常が起きやすくなり発達

が阻害された り学習がおろそかに な っ た りする

などとい っ たま こ としやかな理由は思 い 浮かぶ

が 、未成年者に飲酒 させ る実験が で きない 以上、

真偽の ほ どはわからない
。 近年は取締意識が高

まっ て い るが、非行の 原因になる、精神的身体

的な影響な どが 理 由 と して あげられ て い る。

　 さらに、仮に年少者に とっ て ア ル コ ー
ル が 悪

影響を与えるもの で あ っ た と して も、なぜ 20

歳で 区切るの か。ごく幼少 の 子 どもと 18
，
9歳を

同列 に扱 うこ とは必ず しも自明で な い し、20 歳

は、発達完了期とも、高校や大学の 卒業 とい う

人生 の 節目とも微妙にずれて い る。つ ま り、身

体 の 変化とも、学校か ら実社会 へ とい うライ フ

ス テ ージの移行とも微妙にずれ るそ の 線を、ま

っ たく無根拠 で は な い もの の 、決定的な根拠も

ない フ ィ ク シ ョ ン 嘘 構／擬制）と して、一定

の 違反をも織 り込みながら運用 して い るの が、

我々 の社会の 現状なの だ。

　 この線引きの 根拠法は、「未成年者飲酒禁止 法」

で あ る 。 同法は 1901 （明治 34）年に帝国議会

に立案され て以降、制定ま で に 22 年も要 した

法 で ある。制定後も、制限年齢引き上げをめ ぐ

っ て さらに四半世議論が続けられた。これは、

教育制度をは じめとする子 どもを取り巻 く諸制

度が整備され （「保護複合体」）、年少者 の 発達す

る身体を保護 し、杜会化する とい っ た意味論が

広 が っ て い っ た時期 と並行して い る。

　本報告 で は、この未成年者飲酒禁止 法の 帝国

議会 の 審議過程 の議論を整 理 し、教育的意味論

とそれとは異な る意味論とのせ めぎ合い を描き

出したい
。 それによっ て、「子ども／大人」概念

を問い 直す こ とを試 み る。

2．推進論の枠組み

　22 年間法案を提出し続けた根本正議員に つ

い て、「同
一

の 論旨を繰 り返 す 」との 人 物評が残

っ て い るが、こ こ で 問い たい の は個人 の 思想 で

はなく、彼を含む推進派 の 議論 の 構成 で ある 。

　そ の ポイ ン トは、年少者を 「将来の 父母 」 で

あり国家の 発展 の ための 人材 であると捉える点

に ある。年少者の健康を保護 し、教育を与えて

知育を発達させ る こ とは、個人の 権利擁護を超

えて 「国家の 問題」 だとみなされ て い た。1899

（明治 32）年に、根本が本法案に先駆けて 「小

学校教育費国庫補助法」 を成立させ て い る よう

に 、 禁酒 とい う発想 は 、年少者＝教育対象＝社

会の ためとい う教育的ない し社会政策的な論理

と強く結び っ い て語 られ て い たの で ある。

　 しか し、教育制度の 公 的な論理 と して は広 く

受け入れ られ始め て い た こ の ような論理構成も、

酒 とい う分野で は簡単に は受け入れ られない 。

これ に 対 して 様 々 な立場か ら反論が出て 否決や

審議未了が続くの で あ る。

　反論に対 して 、推進派は、年少者の禁酒を推

進す る意味論 を洗練 させ て い く。 年少時 か らの

習慣 づ けの 重要陸が 強調され、身体の 発達に対

する 「ア ル コ
ー

ル の 害」 を実証する 「医学的根

拠 」 が持ち出され る。こ うして 、保護や社会化

の 必要性 は、発達す る身体に 関する想定と結び

つ い て い く。

3．反対論の パ ターン

　反対論には 、 4 つ の バ タ
ー

ンがあ る 。

　第 1 に、1日来 の 飲酒慣行 と齟齬があるとい う

もの で ある。冠婚葬祭の 場合の 飲酒や、酒 を飲

ん で
一

人前とい う価値観が 提起され る。ただ、

こ こで 強調され る 「伝統」 が本当に伝統であっ

たかは疑わしい 。そ して、こ の 反論は、科学技

術の 発達 で酒を飲むの が 「英雄豪傑」 とい う時

代で はない とい う再反論にあっ て い く。

　第 2 に、酒は財源とい う反論は根強い。戦前

期、酒造税は長らく国税収入 の 1位で あっ たが、
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年少者もその酒の消費者 と捉えられて い た と言

える。年少者を教育的意味論 とは別様に年少者

をまなざす論理があっ た こ とが うか がえる。

　第 3 に、年少者の 保護や社会化 の 必要は認 め

るが 、 それは法で 定める問題 で はなく、道徳を

扱う家庭や学校、宗教 の 問題 で あるとい う反論

もあ っ た。さ らに、完全な取 り締ま りが 難 しい

以上、見逃しが多すぎると法の 権威や立 法 の 権

威を損ねるとい う発想があっ た。年少者の 教育

的意味論 を法で裏付けるとい う発想が な か っ た

こ とがわかる。

　第 4 に、年少者保護 ・社会化 の 必要性を認 め

る が、年齢で 区 切 る の で は な く学生 か否か で 区

切る べ きだ とい う議論があっ た。 そ こで重要と

された の は、学生／労働者 とい う階層的な差異

で あっ た 。 推進論からも、年齢 で 区切 る の は、

文明国に従 っ ただけだと、 基準が便宜的なもの

で あるこ とがあか らさまにされ るが、この制度

で 区切るか年齢で 区切 るかとい う揺れは 、 今現

在まで 残 る揺 らぎで あろう。

4．論調の転換と法案の成立

　 この推進論 と反対論の構図は 、大正期に入 っ

て変化する。まず、社会の能率や労働者の思想

問題対策、徴兵の質の向上な どとい う論理 で、

階層横断的 に年少者をまとめて 法 の 網 に かけ る

とい う発想が受容 され て い く。 人を年齢 で切 り、

家庭 と学校で保護 ・社会化 した の ち、生産活動

へ と送 りだす とい う順序が 自明化するの で ある。

そ して、こ の 変化 の 中では、酒造税減収等の反

論もはや声高に は主張で きない もの となる。

　さらに、法がそれを裏打ちする こ とに も合意

が 調達され て い く。法をつ くる こ と自体が道徳

効果を持ち 、 国階 土会 へ の ア ピー
ル にもなると

い う新 しい 法律観 が 受容 されてい く。

　しか し
、 そ うなっ た と き、今度は ど の 年齢で

区切るかが問題 となる。とりわけ、選挙権や青

年団加入年齢 と一致する 「25 歳」 とい う年齢は

強い リア リテ ィ を持っ て い た。医学や生理 学に

よる発達の完了期が 25 歳ごろ とい う知見も持

ち出され る。結局どの年齢も、決め手などな い

の で あ る 。 他 国の 状況などを鑑みて 、なん とな

く 「20 歳」で 決着が つ け られ て い くこ とに なり、

1922 （大正 ユ1）年、法案は成立する。

5，改正問題 で蒸し返 され る議論

　話はこ こ で終わらない。「未成年者」を 「二十

五歳未満 の 者」に改める法改正案が提出される

の である。
25 歳発達完了説は大正期に

一
定の リ

ア リテ ィ を持 っ て い た。加えて、こ の 年齢は多

くの 制度と整合的であっ た し、飲酒の 習慣形成

や生殖等優生学的観点を考えて も、20 代前半ま

で禁酒させた方がい い とい う発想 は
一

理あっ た。

　 しか し、 民法上 の 成人概念や徴兵年齢と重な

る 「20 歳」 とい う区切 りは、す で に相当社会的

に定着 して い た。20 歳以上は法で無理強い はで

きな い
、 成人 へ の 侮辱で あるとい っ た反論が出

され、改正案は審議未了を繰 り返す 、，

　25 歳説も 20 歳説も同程度に理 が あり同程度

に うさん くさい た め、こ の 過程 で 年齢で 区切 る

こ と自体の うさん くささが何度も暴露される。

法で 強制する こ との是非とい う問題 も再燃し、

未成年者 を飲酒禁止 に す る こ との 妥当性 まで蒸

し返 され る。 さらに 、 階層横断的 に学生 と労働

者をひ とくくりにする必要があるの かとい う論

点も、また繰 り返 される。声高で はない もの の 、

酒税の 問題 も出て くる し
、 酒 を飲ん で こ そ

一
入

前とい う議論も蒸 し返される。

　太平洋戦争期に は 、慰問と して の 酒や、志気

を高め る た め の酒の 必 要性 が さか ん に語 られ る。

戦局が逼迫 した中、戦 力増強の ため に禁酒が い

い の か飲酒が い い の か検討せよとい う意見が出

る に 至 っ て は笑い 話 に もな らない
。

6，空転する言葉 ・曖昧に運用 される制度

　人 を年齢で 「年少者」 と 「それ以上」 に 区切

り、前者を保護 ・社会化 の機関に囲い 込 む とい

う制度連関は、法による 基礎づ けを伴 っ て タテ

マ エ と して成立 した。しか し、労働者を学生 と

分け る発想や 、 年少者をも消費者 ・納税者 と見

る発想な ど、別様に見る視線も根強 い。線引き

の恣意性は繰 り返 し暴露されて い る。

　結局、義務教育期、ハ イ テ ィ
ーン、20歳 25

歳などの複数の線が、発想と して も制度 として

も共存した中、飲酒禁止 の 20 歳とい う線引き

は、あ る種 の 虚構 で あ り擬制 にすぎない もの で

ある こ とを時にあか らさまに しなが ら、日常生

活 の 中に織り込まれて い っ た の で あ る。

　私達は今もなお 、教育的論理 は フ ィ ク シ ョ ン

だとどこか 自覚しなが ら、日常 の 中 で語 っ た り

無視したりして い る 。
「子 ども」や 「青年」 とい

う社会的カ テ ゴ リ
ー

は、こ うい っ た運用実態の

水準で描き直され る 必要があ る 。
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